高知港係留施設等の指定管理者募集に係る質問について【４】
○質問書（平成25年9月4日）
	【 質 問 】
	【 回 答 】

	１）回答ありがとうございました。
現在、野積場などは利用者が納付書で直接支払っておりますが、指定管理移行後は、振込並びに集金業務が発生するということでしょうか？







振込手数料を嫌がる利用者には集金することになると思われますが、新たに発生することになる集金業務について燃料費など管理費は想定されてますでしょうか？

指定管理では許可権が付与されることになると思いますが、指定管理者側で納付書の発行ができるようになるでしょうか？

また、現在の利用者さまは次年度支払い方法が変わることはご存じでしょうか？

	野積場などの使用料は、使用者から原則現金で許可時に徴収するものです。
※施設別業務仕様書３－１港湾施設の使用許可及び使用料徴収業務 4頁５（２）③抜粋
使用料は、許可（使用）者から原則現金で許可時に徴収するものとするが、実績に基づき使用料を算定する場合は、許可日から20日以内の徴収期限とする。また、直接の徴収が困難な場合等は、指定管理者が別に口座振替等の方法を定め徴収することができるものとする。この場合、振り込み手数料等は使用者の負担とする。

指定管理者が行う業務については、ご提案いただきます管理代行料で行っていただくことになります。
また、指定管理者が計画する使用料の徴収方法等は、申請書（事業計画書）へ記入してください。

指定管理者において、納付書を発行することはできません。



指定管理者に決定（指定）した後、県からの業務引き継ぎにおいて、県と指定管理者で利用者へ周知することになります。
※募集要項15頁４．（５）抜粋
県からの業務の引き継ぎ及び必要な準備が的確に遂行され、指定管理者として平成26年４月１日から円滑に業務ができるように、指定管理者は自己の責任及び負担により必要な体制を整えてください。




